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安全未来特定認定再生医療等委員会議事録要旨 

第 188 回 第４部 

2022 年 11 月 15 日 

 

安全未来特定認定再生医療等委員会は、提出された再生医療計画について、その調査・審議・

判定を行ったので、その議事録要旨を作成する。 

 
【議題】  

東松山市立市民病院 

定期報告「多血小板血漿（platelet-rich plasma:PRP）を用いた変形性関節症治療」 

  

第１ 審議対象及び審議出席者 

 

１ 日時場所 

日  時：2022 年 10 月 25 日（火曜日）第 4 部 18：30～18：50 

開催場所：東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 

 

２ 出席者 

出 席 者：佐藤委員（再生医療）、平田委員（臨床医）、角田委員（細胞培養加工）、 

藤村委員（細胞培養加工）、井上委員（法律）、山下委員（生物統計）、 

奥田委員（一般） 

※佐藤委員は Zoom にて参加 

申 請 者：管理者  杉山 聡 

陪 席 者：（事務局）坂口 雄治、白井 由美子 

 

３ 技術専門員   石倉 久年 先生  

東京大学附属病院 整形外科・脊椎外科 助教・医局長 

 

４ 配付資料 

  資料受領日時  2022 年 9 月 30 日 

（本審査資料） 

・再生医療等提供状況定期報告（様式第三） 

・定期報告フォーム 

・年間 教育・研修記録文書 

（事前配布資料） 



2 
 

・再生医療等提供状況定期報告（様式第三） 

・定期報告フォーム 

・年間 教育・研修記録文書 

（会議資料） 

・再生医療等提供状況定期報告（様式第三） 

・定期報告フォーム 

・年間 教育・研修記録文書 

     

第２ 審議進行の確認 

１ 開催基準の充足 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則（平成二十六年九月二十六日厚生労働 

省令第百十号）改正後第六十三条の規定する開催要件は次のとおり。 

成立要件： 

１ ５名以上の委員が出席していること。 

２ 男性及び女性の委員がそれぞれ２名以上出席していること。 

３ 次に掲げる者がそれぞれ１名以上出席していること。 

イ. 再生医療等について、十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者 

ロ. 細胞培養加工に関する識見を有する者 

ハ. 医療又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する

専門家、または生命倫理に関する識見を有する者 

ニ. 一般の立場の者 

４ 出席者の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機

関（当該医療機関と密接な関係を有する者を含む。）と利害関係を有しない委員

が過半数含まれていること。 

５ 認定再生医療等委員会の設置者と利害関係を有しない委員が２名以上含まれ

ていること。 

事務局の坂口雄治が今回の審査の前に、開催基準に関して要件を読み上げ、全てにおいて 

条件を満たしていることを各委員に宣言した。 

 

第３ 審議 

１  質疑 

井上 18例18件です 

山下 報告書のデータだけであれば、統計的には有意です。小張病院でフォローア

ップを行っている患者さんがいますので、小張病院でとったデータも出して

ください。小張病院できちんとフォローしているはずですので、確認の意味

も含めてやっていただきたいと思います 

石倉 概ね改善というところですが、データと詳細が乖離しているという印象があ
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ります。JKOMは、スコアが高ければ悪いと判定しますが、30002067の患者

は、最終判定のスコアが38→62なのに、詳細には“症状は改善してきている”

と記載されています。その前も54なので、スコア的には悪くなっているにも

かかわらず、“安定”ならまだしも、“改善”と判定されています。ひょっとし

て最初のデータがもっと悪かったのかもしれませんが、スコアがそれほどよ

くなくても、改善の評価がついているというところが少しひっかかります 

井上 事務局の方から施設側にデータに間違いがないか、スコアが悪くなっている

のになぜ改善と判定したのかについて問い合わせるようお願いします 

 

２  判断 

審査の結果、報告内容が再生医療等の安全性の確保等に関する法律に適合しており、当該再生 

医療提供計画の継続に問題はないと全員一致で認められた。ただし、スコアから導いた判定につ

いて説明を要請する。 

 

第４ 審議結果  

定期報告は適切である。  

以上 

 

第５ 補正資料の確認 

11 月 11 日 ： 医療機関よりメールにて補正資料提出 

11 月 14 日 ： 事務局より井上委員、山下委員へ補正資料をメールにて送信、 

内容確認を依頼 

11 月 15 日 ： 両委員より資料が最終的に正しく補正されたことを確認したと事務局 

       へメールにて返信 

 


